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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
法律文書のレビューを行うためのシステムであって、
　電子化された法律文書である法律文書データの入力を受け付けるデータ受付部と、
　データ受付部にて受け付けた法律文書データに含まれる文字コンテンツを所定単位ごと
に識別する文字コンテンツ識別部と、
　文字コンテンツ識別部にて識別された文字コンテンツが当該法律文書データの利用者に
とり有利な内容か否かをスコアを用いて判定し、法的評価に馴染まない文字コンテンツに
ついては判定をしないようにするためのルールである判定ルールを保持する判定ルール保
持部と、
　文字コンテンツ識別部にて識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて保持する判
定ルールを用いてスコアリングするスコアリング処理部と、
　スコアリング処理部のスコアリング結果を出力する出力部と、
を有し、
　出力部は、
　　スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ、形状のうち少なくとも一
の要素を用いた表示コンテンツとともに前記識別された文字コンテンツと関連付けて表示
出力するＵＩ出力手段を有し、
スコアリング処理部は、特定の判定ルールにおいてスコアリング対象となるべき文字コン
テンツである必須文字コンテンツが、前記法律文書データに含まれていないと判断される
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場合、必須文字コンテンツが記載されていない旨の情報である注意喚起情報をスコアリン
グの一態様として生成する注意喚起情報生成手段を有する法律文書レビューシステム。　
【請求項２】
　出力部は、法律文書データを構成する文字コンテンツごとにスコアリング結果を出力す
る構成、法律文書データを構成する各文字コンテンツのスコアリング結果を一覧視できる
ように出力する構成、又は個々のスコアリング結果と全体のスコアリング結果の両方を出
力する構成のうち少なくともいずれか一の態様によりスコアリング結果を出力する請求項
１に記載の法律文書レビューシステム。
【請求項３】
出力部は、スコアリング結果として、スコアリングに加え当該スコアリングとコメントを
紐づけて表示出力するように構成される請求項１から２のいずれか一に記載の法律文書レ
ビューシステム。
【請求項４】
出力部にて出力されるコメントは、スコアリングの判断過程を示す内容からなるコメント
である法的評価コメントか、当該スコアリングを踏まえて一又は複数の具体的な修正案を
示す内容からなる修正案提示コメントの少なくともいずれか一を含む請求項３に記載の法
律文書レビューシステム。
【請求項５】
　文字コンテンツ識別プログラムの実行にて識別された文字コンテンツが法律文書データ
の利用者にとり有利な内容か否かをスコアを用いて判定し、法的評価に馴染まない文字コ
ンテンツについては判定をしないようにするためのルールである判定ルールを保持する判
定ルール保持部を有する法律文書レビューシステムを実行するプログラムであって、
　電子化された法律文書である法律文書データの入力を受け付けるデータ受付ステップと
、
　データ受付ステップにて受け付けた法律文書データに含まれる文字コンテンツを所定単
位ごとに識別する文字コンテンツ識別ステップと、
　文字コンテンツ識別ステップにて識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて保持
する判定ルールを用いてスコアリングするスコアリング処理ステップと、
　スコアリング処理ステップにて実行されたスコアリング結果を出力する出力ステップと
、
を有し、
　出力ステップは、
　　スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ、形状のうち少なくとも一
の要素を用いた表示コンテンツとともに前記識別された文字コンテンツと関連付けて表示
出力するＵＩ出力サブステップを含み、
スコアリング処理ステップは、特定の判定ルールにおいてスコアリング対象となるべき文
字コンテンツである必須文字コンテンツが、前記法律文書データに含まれていないと判断
される場合、必須文字コンテンツが記載されていない旨の情報である注意喚起情報をスコ
アリングの一態様として生成する注意喚起情報生成サブステップを含む法律文書レビュー
プログラム。
【請求項６】
　法律文書データを閲覧、作成又は編集するために用いられる文書作成プログラムのアド
インモジュールであることを特徴とする請求項５に記載の法律文書レビュープログラム。
【請求項７】
文字コンテンツ識別プログラムの実行にて識別された文字コンテンツが法律文書データの
利用者にとり有利な内容か否かをスコアを用いて判定し、法的評価に馴染まない文字コン
テンツについては判定をしないようにするためのルールである判定ルールを保持する判定
ルール保持部を用いて行う法律文書レビュー方法であって、
　電子化された法律文書である法律文書データの入力を受け付けるデータ受付ステップと
、
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　データ受付ステップにて受け付けた法律文書データに含まれる文字コンテンツを所定単
位ごとに識別する文字コンテンツ識別ステップと、
　文字コンテンツ識別ステップにて識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて保持
する判定ルールを用いてスコアリングするスコアリング処理ステップと、
　スコアリング処理ステップにて実行されたスコアリング結果を出力する出力ステップと
、
を有し、
　出力ステップは、
　　スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ、形状のうち少なくとも一
の要素を用いた表示コンテンツとともに前記識別された文字コンテンツと関連付けて表示
出力するＵＩ出力サブステップを含み、
スコアリング処理ステップは、特定の判定ルールにおいてスコアリング対象となるべき文
字コンテンツである必須文字コンテンツが、前記法律文書データに含まれていないと判断
される場合、必須文字コンテンツが記載されていない旨の情報である注意喚起情報をスコ
アリングの一態様として生成する注意喚起情報生成サブステップを含む法律文書レビュー
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、法律文書レビュープログラム、法律文書レビュー方法、及び法律文書レビュ
ーシステムなどに関する。
【背景技術】
【０００２】
　契約書や利用規約をはじめとする複数当事者間の法律関係を規定する法律文書は、法律
関係の種別はもちろん、当事者間のパワーバランスや契約締結の目的など様々な要素に基
づいてその内容が定められる。いっぽう、法律文書は、法律はもちろんのこと、政省令や
各種ガイドライン、商慣習など様々なルールの存在を背景に規定されており、それらの専
門的な知識を十分に理解したうえでないと、自身にとって内容が有利か不利かを判断する
ことは極めて困難である。
【０００３】
　そこで、以上のように、高度な専門性を有する法的文書の内容が自身にとって有利かど
うかの判断（レビュー）は弁護士をはじめとする専門家による判断のもとで行われること
が通常であり、そのような専門家に依頼をしてあらゆる法律文書のレビューを行うことは
、時間や金銭的なコストの観点から非常に困難が伴っていた。さらにそれらのレビューは
、法律専門家の人的素養や専門性などにも依存することから、均質的なレビュー結果を安
定的に得ることも困難だった。
【０００４】
　そこでそのような課題を解決することを目的として、これまで様々な取り組みが試みら
れてきた。具体的には、以下で掲げたように、法律文書を電子化したうえでコンピュータ
にて読み取り、その内容を条項別にスコアリングしその結果を出力することでユーザーに
対し、自身にとって契約書が有するリスクの把握を容易にさせる技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国公開特許公報２０１６／０２３２６３０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ただ、同文献に記載されている先行技術は、数値化されたスコアリングを表示出力する
技術であって、そのように数値化されたに過ぎないスコアリング結果を出力されただけで
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は、法律文書の理解力に乏しい利用者にとってはそれが自身にとってどの程度有利あるい
は不利なのかを直感的に把握することが難しく、好ましいレビュー結果を提供できている
とは言い難かった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上のような課題を解決すべく、本発明は、電子化された法律文書である法律文書デー
タの入力を受け付けるデータ受付部と、データ受付部にて受け付けた法律文書データに含
まれる文字コンテンツを所定単位ごとに識別する文字コンテンツ識別部と、文字コンテン
ツ識別部にて識別された文字コンテンツが当該法律文書データの利用者にとり有利な内容
か否かをスコアを用いて判定するためのルールである判定ルールを保持する判定ルール保
持部と、文字コンテンツ識別部にて識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて保持
する判定ルールを用いてスコアリングするスコアリング処理部と、スコアリング処理部の
スコアリング結果を出力する出力部と、
を有し、出力部は、スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ、形状のう
ち少なくとも一の要素を用いて表示出力するＵＩ出力手段を有する法律文書レビューシス
テムなどを提案する。
【発明の効果】
【０００８】
　主に以上のような構成をとる本発明によって、法律文書の内容が自身にとって有利か不
利かを視覚的に容易に把握することができ、利用者に対して法律文書作成にかかるリスク
の大小及び規定ごとのリスクの内容を把握しやすくすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の概要を示す図
【図２】本発明の実施形態の機能ブロックの一例を示す図
【図３】本実施形態の法律文書レビューシステムにて法律文書データとして業務委託契約
書データの入力を受け付けた場合の文字コンテンツ識別の一例を示す図
【図４】本実施形態の法律文書レビューシステムにおいて保持される判定ルールの一例を
示す図表
【図５】本実施形態の法律文書レビューシステムの出力部にて全体スコアリング結果をも
表示出力する構成の一例について示す図
【図６】修正案提示コメントの表示出力の一例を示す図
【図７】本発明の実施形態を構成する各装置の機能的な各構成をハードウェアとして実現
した際の構成の一例を示す概略図
【図８】本発明の実施形態の処理の流れを示す図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　まず図１を示す。図１は本発明の概要を示す図であり、本発明の法律文書レビューシス
テムを用いて業務委託契約書データのリスク把握（レビュー）を求めるユーザーの管理す
る端末であるユーザー端末の表示画面の一例を示す図である。同図に示されているように
、本発明において「業務委託契約書」０１００とのタイトルの法律文書（契約書）のデー
タの入力を受け付けると、当該契約書データに含まれる文字コンテンツを条項単位で識別
し、例えば「第１条第２項」０１０１に対応する「乙は、本業務を善良な管理者の注意に
より遂行するものとする。」との文字コンテンツが、本法律文書データの利用者にとり有
利か否かを、保持する判定ルールに基づいてスコアを用いて判定（スコアリング）し、当
該スコアリングの結果を「○」という形状とともに該当する文字コンテンツと関連付けて
０３０２にて特定される領域に表示出力している。
【００１１】
以下、本発明の実施形態について図面と共に説明する。なお、本発明は以下で説明に用い
る実施形態に何ら限定されるものではなく、技術常識にしたがって特許請求の範囲の各請
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求項に記載の技術的思想を有し、その要旨を逸脱しない範囲内において、様々な態様で実
施し得る。
【００１２】
＜＜実施形態＞＞
＜概要＞
　図２は、本実施形態の法律文書レビューシステムの機能ブロックの一例を示す図である
。同図において示されているように、本実施形態の「法律文書レビューシステム」０２０
０は、「データ受付部」０２０１と、「文字コンテンツ識別部」０２０２と、「判定ルー
ル保持部」０２０３と、「スコアリング処理部」０２０４と、「出力部」０２０５と、か
らなり、出力部は、「ＵＩ出力手段」０２０６をさらに有する。
【００１３】
　なお、以下で詳しく説明する法律文書レビューシステムは、一又は複数の装置により構
成されうるものであって、その機能ブロックは、いずれもハードウェア又はソフトウェア
として実現され得る。コンピュータを用いるものを例にすれば、ＣＰＵやメインメモリ、
ＧＰＵ、画像メモリ、バス、二次記憶装置（ハードディスクや不揮発性メモリ）、カメラ
、操作ボタンやタッチパネル、タッチパネルをタッチするための電子ペンなどの各種入力
デバイス、マイク、ディスプレイその他各種出力デバイス、その他の外部周辺装置などの
ハードウェア構成部、またその外部周辺装置用のインターフェース、通信用インターフェ
ース、それらのハードウェアを制御するためのドライバプログラムやその他のアプリケー
ションプログラムなどが挙げられる。
【００１４】
そしてメインメモリ上に展開したプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デ
バイスやその他インターフェースなどから入力されメモリやハードウェア上に保持されて
いるデータなどが加工、蓄積されたり、前記各ハードウェアやソフトウェアを制御するた
めの命令が生成されたりする。ここで、上記プログラムは、モジュール化された複数のプ
ログラムとして実現されてもよいし、２以上のプログラムを組み合わせて一のプログラム
として実現されても良い。そして、法律文書データを閲覧、作成又は編集するために用い
られるＷｏｒｄ（登録商標）をはじめとする文書作成プログラムのアドインモジュールで
あってももちろんよい。
【００１５】
　「データ受付部」０２０１は、電子化された法律文書である「法律文書データ」０２１
０の入力を受け付けるように構成されている。ここでいう法律文書とは、契約書のほか、
利用規約や覚書その他名称を問わず、複数当事者の法律関係を定めることを目的とするあ
らゆる文書が該当しうる。これらを電子化してコンピュータ処理できる形式で用いること
となる。
【００１６】
　入力受付の具体的な態様としては、電子メールの受信による場合のほか、ｗｅｂページ
へのドラッグその他の方法によるアップロードなど適宜の方法でよく、一の法律文書デー
タのみでなく、複数の法律文書データの入力をまとめて受け付けてもよい。利用者からの
入力を受け付ける場合のほか、予め指定された所定範囲のデータ領域をクローリングして
法律文書データを抽出し、当該抽出された法律文書データを入力結果として受け付ける構
成も考えられる。当該構成を採用することにより、利用者がいちいち入力作業を行うこと
なく本発明を利用することができ、大量の法律文書データのリスク把握を効率よく行うこ
とが可能になる。
【００１７】
　また、ここでいう「法律文書データの入力を受け付ける」とは、法律文書データに含ま
れる全ての文字データの入力を受け付ける構成に限らず、例えば、法律文書データに含ま
れる一部の文字データのみの入力を受け付ける構成を採用してもよい。例えば、利用者に
よる任意の選択に応じて特定された範囲のみの入力を受け付けてもよいし、特定の法的論
点（具体的には知的財産権の取扱に関する法的論点や、損害賠償に関する法的論点、秘密
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保持の範囲に関する法的論点など）を含む文字データのみの入力を設けるような構成も考
えられる。当該構成を採用すれば、利用者の需要に応じた範囲でのみ後記スコアリングを
行いその結果を出力することができ、利用者に対し迅速にフィードックを提供することが
可能になる。
【００１８】
なお、複数の法律文書データの入力をまとめて受け付ける場合には、それらの法律文書デ
ータを文字コンテンツ識別部にて識別する順番を決定するための識別順決定ルールを用い
て識別順を決定する識別順決定部を設けてもよい。具体的には、法律文書データのデータ
サイズや条項の数、法律文書データのタイトル、法律文書データの締結予定日、法律文書
データの有効期間開始日その他法律文書データを優先してスコアリングする必要性を判断
するに足りる情報を用いて識別順を決定することが考えられる。
【００１９】
　ちなみに、データ受付部には、法律文書データの入力を受け付けるに際し、当該法律文
書データを匿名化するための処理を行う「匿名化処理手段」を備えてもよい。法律文書デ
ータは、その内容のみならず、締結当事者が誰であるか（当事者）や、いつ締結されたか
（締結日）その他の各事項につき、対外的に秘密保持の要請が強いデータであることが通
常である。そこでデータ受付部にて法律文書の入力を受け付けるに際して、速やかに当該
法律文書データに含まれる契約当事者等の固有名詞を抽出し、匿名化処理することが望ま
しい。具体的には、データ受付部にて法律文書データの入力を受け付ける際に、固有名詞
抽出方法であるＨｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　Ｍｏｄｅｌ（ＨＭＭ）や、Ｃｏｎｄｉｔｉ
ｏｎａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ｆｉｅｌｄ（ＣＲＦ）その他の技術的手段を用いて、当該法律
文書データに含まれる当事者名称や特定の商品名、サービス名、プロジェクト名その他の
固有名詞を匿名化することが望ましい。ちなみに、後記図３を用いて説明する業務委託契
約書データの一例において、契約当事者である「甲」と「乙」の固有名詞がいずれも「●
●●」と表示されている場合を例に掲げているのは、ここで説明した匿名化処理が行われ
た場合を想定した表示の一例であるためである。当該構成を採用することにより、例えば
本発明の法律文書レビューシステムがクラウドコンピューティングをはじめとして外部端
末との通信により実現する場合であって、万一利用者から入力を受け付けた法律文書デー
タが外部に漏えいしたとしても、当該漏えいしたデータと利用者との関連性の把握を困難
にし、漏えいに伴う種々のリスクを一定程度低減することができる。
【００２０】
　「文字コンテンツ識別部」０２０２は、データ受付部にて受け付けた法律文書データに
含まれる文字コンテンツを所定単位ごとに識別するように構成されている。具体的には、
文字コンテンツを「第一条」「第二条第三項」などのように、法律文書データを構成する
情報のうち法律関係を規定するテーマごとに複数階層に規定されている情報ごとに細分化
し、当該細分化された情報ごとに後記スコアリング処理部にて処理しやすいように構成す
ることが好ましい。具体的な識別の態様は、文字コンテンツの内容又は体裁からあらかじ
め定められている識別ルールに基づいて識別する場合を採用するほか、識別結果を示す識
別情報を受信し、当該識別情報を用いて識別処理を行う場合であってもよい。
【００２１】
　ここで、文字コンテンツ識別部における文字コンテンツ識別の一例について図面を用い
て説明する。図３は本実施形態の法律文書レビューシステムにて法律文書データとして業
務委託契約書データの入力を受け付けた場合の文字コンテンツ識別の一例を示す図である
。同図では、業務委託契約書のデータのうち、「業務委託契約書」と記載された「タイト
ル部分」０３００、「●●●（以下「甲」という。）と●●●（以下「乙」という。）と
は、以下のとおり、コンテンツ制作契約（以下「本契約」という。）を締結する。」と記
載された「前文部分」０３０１、「第１条（委託業務）」と記載された「第１条部分」０
３０２、及び第２条が記載されているが、これは入力を受け付けた業務委託契約書データ
の一部のみを示した図であり、記載内容もあくまで契約書データの一例であって、本発明
の技術内容とは直接関係ない内容である。
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【００２２】
　同図に示されている文字コンテンツのうち、文字コンテンツ識別部においては、任意に
設定された所定単位ごとに文字コンテンツを識別するように構成されており、例えば「タ
イトル部分」０３００、「前文」０３０１、「第１条」０３０２といったように、識別す
る構成も考えられれば、「タイトル部分」０３００、「前文」０３０１、「第１条第１項
」０３０２ａ、「第１条第２項」０３０２ｂ、のように、一の条文をさらに項ごとに細分
化して識別する構成を採用することも可能である。場合によっては、「第１条第１項第１
号」「第１条第１項第２号」のように、各条文に項の下層構成として「号」あるいはその
他の層が構成されている場合には、当該層ごとに文字コンテンツを識別する構成を採用し
てもよい。このように、法律文書の作成者によりあらかじめ定められた階層に応じて文字
コンテンツを識別する構成を採用することで、より法律文書の個別具体的な内容に対応し
た判定を行うことができるようになる。
【００２３】
　「判定ルール保持部」０２０３は、文字コンテンツ識別部にて識別された文字コンテン
ツが当該法律文書データの利用者にとり有利な内容か否かをスコアを用いて判定するため
のルールである「判定ルール」０２２０を保持するように構成される。ここでいう「判定
ルール」は、当該法律文書データの法的性質（売買契約、ライセンス契約、製造委託契約
、システム開発契約、コンテンツ制作業務委託契約、秘密保持契約、人材紹介契約、シス
テム保守契約、販売店契約、販売取次契約、代理店契約、賃貸借契約、広告代理契約、コ
ンサルティング契約、労働者派遣契約、職業紹介契約・業務委託契約・原稿作成委託契約
・動画制作委託契約・映像制作委託契約・ＳａａＳ利用規約・サイト制作契約・アプリ開
発契約・ソフトウェア制作委託契約・アプリ開発委託契約・ウェブサイト制作委託契約・
ゲーム運営委託契約・顧問契約・アドバイザリー契約・広告運用契約・広告配信委託契約
・賃貸借契約・投資契約などが一例だがその他の契約類型を排除するものではない）に応
じて定められている。
【００２４】
　なお、判定ルール保持部にて保持される判定ルールは法律文書データの法的性質に応じ
て備えられるが、必ずしも一の法的性質に応じて一の判定ルールのみが用いられるとは限
らない。法律文書は通常、法的性質に応じた各種規定と、およそどの法律文書にも共通し
て設けられる規定（いわゆる一般条項）とがある。一般条項の一例としては準拠法や裁判
管轄、反社会的勢力の排除条項、存続条項あるいは誠実義務条項といったものが含まれう
る。これら一般条項の判定については、法律文書データの法的性質にかかわらず共通でス
コアリング処理に用いるための「一般条項判定ルール」を用いることが考えられ、その場
合には、一の法律文書データにつき、法的性質に応じた判定ルールと、一般条項判定ルー
ルとを用いることが考えられる。当該構成を採用すれば、法的性質に応じた判定ルールの
内容を圧縮することができ、結果として効率的な判定処理を実現しうる。
【００２５】
　ちなみに、判定ルールは、法的性質に対応して設けられるだけでなく、当該法律文書デ
ータにおける当事者の立場ごとに設けられる構成も考えられる。ここでいう「立場」の意
義につき具体的な例に即していえば、業務委託契約を法律文書データとした場合、業務を
委託する利用者（委託者）のための判定ルールと業務を受託する利用者（受託者）のため
の判定ルールを個別に設けてもよい。
【００２６】
　判定ルールの構成の一例としては、例えば、後記スコアリング処理部におけるスコアリ
ング処理に用いるためのテーブルとすることが考えられる。具体的には、文字コンテンツ
識別部にて識別された個々の文字コンテンツについて、その意味内容が利用者にとり有利
な内容か否かを判定するためのテーブルを設けることが考えられる。また、個々の文字コ
ンテンツの意味内容に関する判定を行うための判定ルールに加え、当該判定を踏まえて、
それらの全ての文字コンテンツにより構成される法律文書データ全体の内容が利用者にと
り有利な内容か否かを判定する判定ルールとしての「法律文書データ判定ルール」が設け
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られてもよい。個別の文字コンテンツのみならず、法律文書データ全体の内容のスコアリ
ングが可能となるような構成を採用すれば、利用者は当該スコアリング結果を踏まえ、当
該法律文書につき相手方に対してとるべき姿勢をより簡易に把握することが可能になる。
【００２７】
「有利な内容か否かをスコアを用いて判定する」とは、有利不利の判定結果を利用者が一
意に把握可能な指標に基づいて判定するという意味であり、当該効果が実現できる何らか
の指標であれば当該指標をスコアとして用いればよく、点数や評価（ランクＡ、ランクＢ
など）その他特定の指標をスコアとして限定して用いる必要はない。
【００２８】
判定ルールの内容については、当該法律文書データないし文字コンテンツの法的性質や形
式等に応じて適宜好適に構成されればよい。具体的には、識別された文字コンテンツの当
該法律文書データにおける重要度や、タイトル、当該法律文書において必須となるべき単
語の有無、文字コンテンツとしての表現の強弱、文字コンテンツに含まれる数値の大小な
いし多寡、文字コンテンツに含まれる期間の長短その他の要素を判定のための項目として
定め、当該項目を満たしているか否かで利用者にとり有利な内容か否かを自然言語処理そ
の他の技術を用いて解析し判定（スコアリング）する処理を行うためのテーブルとする構
成が考えられる。当該構成を採用することにより、様々な表現で作成される文字コンテン
ツを多角的に評価し、判定処理を行うことが可能になる。
【００２９】
　また、あらかじめ法律文書データの法的性質ごとに、当該法的性質に対応して想定され
る法的論点を判定のための項目として設け、当該項目ごとに、利用者にとり有利な内容か
ら不利な内容と評価可能な複数の文字データを例文文字データとして予め判定ルールの内
容として構成しそれぞれスコアと紐づけておくことも考えられる。あらかじめ例文を判定
ルールの内容として構成しておくことで、後記スコアリング処理部において、いちいち個
々の文字コンテンツの意味内容を解釈するための処理を要することなく、自然言語処理等
を行った文字データを例文文字データと比較処理をすることでスコアリング処理を行うこ
とが可能になる。
【００３０】
　ここで図４を示す。図４は本実施形態の法律文書レビューシステムにおいて保持される
判定ルールの一例を示す図表である。同図では、法律文書データが業務委託契約に関する
データである場合にＩＤ「ＡＸ０３０６」が割り当てられた法的論点である「受託者の注
意義務」に関する判定ルールの一例が示されており、「スコア」「例文文字データ」「表
示コンテンツ」から構成されている。法律文書データの文字データに受託者の注意義務に
関する規定が含まれていた場合には当該法的論点ＩＤに紐づけられた判定ルールが適用さ
れることとなり、文字データの内容と例文文字データとを比較処理することが考えられる
。そして仮に当該比較処理の結果、「善良」「管理者」などのキーワードが抽出でき、「
別途」「指示」「推定する」などのキーワードが抽出されない場合には、当該判定ルール
に従い当該キーワードの重複状況に応じて、スコア「ＡＡ」「Ａ」「Ｃ」「Ｆ」には対応
せず、「受託者は、善良な管理者としての注意義務を負う。」という内容の例文文字デー
タと紐づくスコア「Ｂ（中立的）」であると判定（スコアリング）するような内容のルー
ルとすることが考えられる。なお、スコアが特定されると、当該スコアと紐づいた表示コ
ンテンツがＵＩ出力手段により表示されるよう、判定ルールにおいてもスコアと表示コン
テンツとを紐づけられる。同図においては、スコアＡＡと判定される場合には「◎（色は
青、大きさは文字データ４文字相当）」、スコアＢと判定される場合には「○（色は緑、
大きさは文字データ４文字相当）」、スコアＣと判定される場合には「△（色は黄色、大
きさは文字データ６文字相当）」、スコアＦと判定される場合には「！（色は赤色、大き
さは文字データ８文字相当）」というルールをそれぞれ定めて、当該ルールに応じた表示
コンテンツを出力する旨定めておくことが可能である。スコアリングの対象となる文字コ
ンテンツと例文文字コンテンツとの類似判断をどのような基準に基づいて行うかは、自然
言語処理のアプローチ、利用者の過去の利用実績、その他適宜好適な方法を選択してよく
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設計事項である。
【００３１】
　なお、判定ルールは法律文書コンテンツに規定される全ての文字コンテンツのスコアリ
ングを行うことを目的に生成されるものではない。法律文書コンテンツは、関与する当事
者のスタンスにより、法的評価に馴染んだ定型的な規定以外に様々な規定が盛り込まれる
ことが少なくなく、それらの全てについてスコアリングすることを想定したルールとして
は用いない。
【００３２】
　ここで、法的評価に馴染まない文字コンテンツの取扱については、判定ルールにおいて
「有利な内容か否かを判定しない」「有利な内容か否かの判定が不可」といった判断を行
う旨をルールの内容として構成することも可能である。
【００３３】
また、法的観点からのみでは有利な内容か否かの判断ができない場合に「相手との相対的
な関係性も踏まえて判断すべき」「経営判断が必要」などのように、法的観点とは別の観
点から有利か否かを判断する旨をルールの内容として構成してもよい。具体的に言えば、
売買契約において、取引対象の販売価格の金額が妥当かどうか、という事項は、必ずしも
機械的に判定できるものではなく、時勢や当事者間の需給バランス、関係性などの諸要素
を踏まえて決まるため、そのような要素を加味したうえで最終的には利用者が決断すべき
である旨判定するようなルールとすることが考えられる。当該構成を採用することで、判
定ルールが硬直的に運用され、却って多様な立場に立ちうる利用者にとり真に好適な有利
不利の判断材料を提供できなくなる事態を回避することができる。
【００３４】
判定ルールは外部サーバにて保持され、当該外部サーバと通信することにより利用するこ
とが可能であるほか、当該外部サーバと情報を送受信により適宜修正することが可能であ
るほか、後記スコアリング処理部におけるスコアリング処理の結果に応じた修正レコメン
ドを受信して当該レコメンドに応じた修正を行う修正レコメンド部を設け、修正レコメン
ド部を実行することにより適宜のタイミングで修正を行う構成を採用してもよい。具体的
にいうと、複数回のスコアリング処理を通じて特定の文字コンテンツないし当該文字コン
テンツに紐づいて判定に用いられる判定ルールの内容を更新処理する構成が考えられる。
ここでいう更新処理については機械学習を用いることが考えられ、この場合判定ルールは
学習済みモデルとして構成されることになる。すなわち、法律文書データにおける文字コ
ンテンツに基づいて、当該文字コンテンツの内容が利用者にとり有利な内容か否かの判断
を定量化したスコアとして出力するように機械処理させるための学習モデルとして位置付
けることができる。当該構成を採用することにより、スコアリングを重ねていくにつれ判
定ルールを洗練させ、利用者にとり最新かつわかりやすいスコアリング結果を提供できる
ような判定ルールを生成することができる。
【００３５】
　「スコアリング処理部」０２０４は、文字コンテンツ識別部にて識別した文字コンテン
ツを判定ルール保持部にて保持する判定ルールを用いてスコアリングするように構成され
る。具体的には、識別された文字コンテンツが利用者にとり有利か否かを、金銭的、物理
的、法律上の権利義務のメリットや負担の大きさ、その他判定ルールが採用する要素に基
づいてスコアリングするように構成される。スコアリングは判定ルールの判定結果に応じ
て識別された文字コンテンツごとに付与されるよう判定ルールにて定めることが考えられ
るが、判定ルールとは別途、判定ルールを用いた判定結果ごとにスコアリングを行うため
のスコアリングルールを保持しておき、スコアリングルールを用いてスコアリングする構
成を採用してもよい。また、識別された文字コンテンツごとではなく、複数の文字コンテ
ンツをまとめてスコアリングする複数文字コンテンツスコアリング手段を設けてもよい。
当該構成を採用することにより、複数の判定要素を総合的に踏まえてより実質的なスコア
リングを行うことが可能になる。
【００３６】



(10) JP 6561305 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

　ここで、対応する法的性質の観点からは利用者にとり必須ないし規定しておくことが望
ましい単語ないし文字コンテンツが法律文書データに含まれていない場合のスコアリング
処理の方法の一例について説明する。法律文書データは多くの文字データから構成されて
おり、本発明はこれらの多くの文字データの記載の確認漏れなどが起こらないようにする
ことを効果の一つとして掲げる。ただ、記載されている文字データの確認を行うだけでは
、利用者にとり真に有用な法律文書のレビューができているとは言い難い。すなわち、本
来記載されていてしかるべき内容が法律文書内に記載されていない場合にも、その事実自
体利用者にとり不利である場合が少なくない。そこで、特定の判定ルールにおいてスコア
リング対象となるべき文字コンテンツである必須文字コンテンツが、当該法律文書データ
に含まれていないと判断される場合、スコアリング処理部にて必須文字コンテンツが記載
されていない旨の情報である注意喚起情報をスコアリングの一態様として生成する「注意
喚起情報生成手段」を採用する構成が考えられる。具体的には、注意喚起情報として「本
契約書には知的財産権の取扱に関する条項が必須ですが、本法律文書コンテンツには、該
当する条項の記載がなく、有利不利の判定ができません。条項の追記を検討ください。」
のようなコメントを生成することが考えられる。また、単に判定すべき文字コンテンツが
法律文書データ内に含まれていないためスコアリングが出来ない旨の情報や、具体的な文
字コンテツを文例として掲げ追記を促す情報を注意喚起情報として生成し、スコアリング
処理を行うことが考えられる。
【００３７】
　なお、判定ルールにおいてスコアリング対象となっていない文字コンテンツについては
有利か否かを判定する観点からのスコアリングを行わない。なお、判定ルールにおいて法
的観点ではなく、ビジネスを遂行するうえで評価が必要になる文字コンテンツが含まれる
場合には、スコアリングを行わない代わりに、ビジネス上の判断が必要になることを示す
情報であるビジネス条項情報をスコアリングの一態様として生成する「ビジネス条項情報
生成手段」を用いることが考えられる。このような構成を採用することにより、法的観点
からの有利不利を提示するにとどまらず、ビジネス上の立場に応じたより実質的な情報提
供が可能になる。
【００３８】
　また、ここで行うスコアリングは、「有利か否か」という観点から行われるが、どの程
度有利か否かを具体的に評価判定してもよい。より具体的には、おおむね５段階程度で有
利か否かのスコアリングを行うことが考えられる。スコアリングが大まかすぎると全ての
利用者にとっての有利不利の判定ができるとは言い難く、スコアリングを詳細に行い細分
化しすぎると利用者にとって自身の有利不利を却って把握しづらくなるためである。
【００３９】
　ただしスコアリングは、全ての文字コンテンツに対して必ずしも複数段階で評価判定す
ることを必要とするものではない。図４を用いて説明した例にあるように、最大５段階で
評価することを前提とした場合に、スコアＡ（受託者やや有利）に対応した文字データを
設けないことも可能である。これは、有利か否かの判断を行う判断基準は、当該判断の基
礎となる法的論点に対応する利用者の選択の幅に応じて広狭があり得るからである。した
がって、スコアリングにおける評価判定の段階は、法的論点に応じて複数パターン設けら
れていることが望ましい。
【００４０】
　さらに、利用者が法律文書データの当事者のうちどちらの立場に立っているかの選択を
受け付け、当該選択に応じてその後のスコアリングを行う「当事者立場判断手段」を設け
ることも考えられる。この場合は、当事者立場判断手段にて選択された立場に応じた判定
ルールを用いてスコアリングを行う。売買契約であれば売主と買主、業務委託契約であれ
ば委託者と受託者、ライセンス契約であればライセンサーとライセンシー、秘密保持契約
であれば開示者と被開示者といったように、法律関係ごとに当事者の立ち位置（立場）が
決まっており、利用者の立場を予め指定することにより、スコアリングを行う際にも当該
立場を踏まえた判断を行うことができるため、後記出力部における出力内容が、抽象的な
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ものにとどまらず、当事者の立場に応じたより具体的なものとすることができる。
【００４１】
　「出力部」０２０５は、スコアリング処理部の「スコアリング結果」０２３０を出力す
るように構成される。具体的には、スコアリング結果を当該スコアリングがなされた文字
コンテンツと紐づけて表示出力する態様が考えられるが、スコアリングのみならず、当該
スコアリングとコメントを紐づけて表示出力するように構成してもよい。この場合、スコ
アリングとコメントとの紐づけを予め判定ルールの一部として構成してもよいし、コメン
トの入力を受け付けたうえで受け付けたコメントをスコアリングと紐づけて出力する構成
を採用してもよい。
【００４２】
　ちなみに、スコアリング結果は一の法律文書データに対し複数の態様により出力されて
もよい。具体的に言えば、法律文書データを構成する文字コンテンツごとにスコアリング
結果を出力する構成のほか、法律文書データを構成する各文字コンテンツのスコアリング
結果を一覧視できるように出力する構成、さらには個々のスコアリング結果と全体のスコ
アリング結果の両方を出力する構成があってよい。スコアリング結果を一覧視できるよう
にする構成としては、表示出力画面の冒頭で「この契約書には、あなたにとって不利な内
容を含む規定が９件含まれています」「この契約書には、あなたにとって重要な４件の規
定が抜け落ちています」といったスコアリング結果を表示するとともに、各文字コンテン
ツに関するスコアリング結果を個別に表示出力する構成が考えられる。当該構成を採用す
れば、利用者に対し、まず法律文書データ全体の有利不利をひとまず認識させることがで
きるとともに、自身が検討対応を迫られる事項の分量やその検討に要するコストの把握を
容易にさせることができる。
【００４３】
ここで図５を示す。図５は本実施形態の法律文書レビューシステムの出力部にて全体スコ
アリング結果をも表示出力する構成の一例について示す図である。同図に示されているよ
うに、「業務委託契約書」０５００とのタイトルからなる法律文書データのスコアリング
結果として、個別の文字コンテンツに対するスコアリング結果（例えば第１条第２項０５
０２に対応する０５０３にて特定される領域に表示される「○『スコア：Ｂ』『コメント
：民法の規定に則った注意義務の水準であり、あなたに特に有利不利とは言い難い、一般
的な規定です。』という内容の表示）０５０３に先立ち、当該法律文書データの冒頭領域
０５０１に、先ほど説明した「この契約書には、あなたにとって不利な内容を含む規定が
９件含まれています」「この契約書には、あなたにとって重要な４件の規定が抜け落ちて
います」といった、個々のスコリング結果をまとめた全体スコアリング結果に関する表示
を出力することが考えられる。
【００４４】
　なおここでいうコメントとは、スコアリングに至った判断過程を示す内容からなるコメ
ントである「法的評価コメント」である場合のほか、当該スコアリングを踏まえて具体的
な修正案を提示する「修正案提示コメント」である場合も考えられる。いずれのコメント
についても、予め判定ルールにおける判定結果と紐づいて保持されていることが考えられ
、法的評価コメントについては、単に「この規定は、・・・という観点からあなたにとっ
て不利な規定です」という評価を伝える内容である場合のほか、「・・・という内容にな
っていますが、～～～の観点からの検討が漏れていないか確認ください」といったように
再検討を促すような内容とすることが考えられる。先に図５を用いて説明した「コメント
：民法の規定に則った注意義務の水準であり、あなたに特に有利不利とは言い難い、一般
的な規定です。」という内容も法的評価コメントの一例であるし、他にもたとえば、「別
途委託者から特別な注意義務を課されていないか確認ください」のように、スコアリング
に影響を与えうる考慮要素につき利用者に確認を促すコメントも法的評価コメントの一例
であり、いずれにせよ具体的な構成は設計事項である。
【００４５】
なお、修正案提示コメントについては、利用者の置かれた立場に応じて複数種類の修正案
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から構成されることが好ましい。ここでいう「利用者の置かれた立場」とは、取引関係に
おける力関係や会社規模その他によって決まり得るため、例えば「自社が有利な立場の場
合の修正案」「対等な立場にある場合の修正案」「相手が有利な立場の場合の修正案」な
どの複数種類の修正案をコメントとして表示出力することが考えられる。このようなコメ
ントをスコアリング結果と紐づけて出力することにより、利用者に対し、自身の有利不利
を判断できるのみならず、不利であるとすればどう修正すれば立場を好転できるのかにつ
いての把握も容易にさせることができる。
【００４６】
　ここで図６を示す。図６は修正案提示コメントの表示出力の一例を示す図である。同図
でも図５と同様業務委託契約書のうち受託者の注意義務に関する規定に対するスコアリン
グ結果が表示出力されているが、当該スコアリングの対象となっている文字コンテンツの
内容が「乙は、本業務を善良な管理者の注意により遂行するものとする。なお、納品され
たコンテンツに瑕疵が含まれていた場合には、当該義務に違反したものと推定する。」０
６０１となっている点で図５で示されている内容とは異なっている。同図の文字コンテン
ツ０６０１に対するスコアリング０６０２としては「△（さらに三角印の内部に！マーク
が記載されている）」との表示コンテンツに加え、「善管注意義務違反に該当する事項を
推定する規定が含まれています。そのため受託者の責任を広く問うことができるため、受
託者のリスクが大きい規定といえます。」という内容の法的評価コメントが表示出力され
るとともに、自社有利な場合、対等な立場の場合、相手方有利な場合の３パターンに応じ
た修正案を修正案コメントとして表示している。３パターンの修正案コメントはそれぞれ
判定ルールにおいて保持されている例文文字コンテンツのうち、当該文字コンテンツに対
するスコアとの相対的に位置づけられるコンテンツを用いて表示出力されている。当該構
成を採用することにより、判定ルールを有効に活用し、利用者の状況に応じた幅のある選
択肢を提供することが可能になる。
【００４７】
　「ＵＩ出力手段」０２０６は、出力部にて、スコアリング結果が利用者にとり有利か否
かを色、大きさ、形状のうち少なくとも一の要素を用いた表示コンテンツとともに表示出
力するように構成されている。色については、当該スコアリング結果ごとにＲＧＢやＬａ
ｂなどの表色系を用いて表現されることがあり、「ｒｅｄ」「ｂｌｕｅ」「ｇｒｅｅｎ」
など特定の色を表す名称として表現されても良い。色情報は一の色のみから構成されても
よいし、複数の色のみから構成されてもよい。スコアリングの変化に伴い色の明度等がグ
ラデーションをもって変化するように出力する構成も考えられ、そのような構成を採用す
ると、スコアリングの高低がより一層視認性をもって把握することが可能になる。
【００４８】
　大きさについては、スコアリングの高低に応じて所定の表示コンテンツを表示させるこ
とが考えられる。具体的には、自身にとって有利なスコアリングである場合には表示を小
さく、不利なスコアリングであれば表示を大きくすることが考えられる。図４を用いた説
明で例示した、判定ルールにおける表示コンテンツの欄に記載されているように、利用者
（受託者）に有利なスコアであれば通常の大きさで表示を行い、利用者に不利になるにつ
れて表示の大きさを大きくしていき、利用者に対する意識づけを強調するような構成が考
えられる。当該構成を採用することにより、利用者にとり、文字コンテンツの有利不利の
判断を直感的に把握させることが可能になる。
【００４９】
　形状については、円形や四角形、矩形、球形その他幾何学図形形状である場合のほか、
キャラクターをはじめとするピクトグラムを用いる場合や、「〇」「×」「△」などのよ
うな記号状形状を用いる場合が考えられる。
【００５０】
なおＵＩ出力手段において出力される表示コンテンツは、ここまで説明した構成の表示コ
ンテンツを組み合わせて生成されてもよい。すなわち、スコアリング結果に応じて色と大
きさを組み合わせたり、色と形状とを組み合わせたりして表示コンテンツを生成すること
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が可能である。具体的に言えば、特定の文字コンテンツが特に不利な内容であるとのスコ
アリングを出力する場合や、当該法律文書データにおいて本来重要性の高いと判定される
文字コンテンツが記載されていないなどの注意喚起情報を出力する場合など、スコアリン
グ結果が利用者に対し特に注意を喚起すべき内容である場合に、複数要素の表示コンテン
ツを組み合わせて出力することが考えられる。例えば、赤い色で「×」形状の記号を表示
させたり、黄色い色で「！」形状の記号を表示させたりする構成が考えられる。当該構成
を採用することにより、様々なスコアリング結果に対する表示コンテンツを柔軟に出力す
ることができるため、広範なスコアリング結果の視認可能性を向上させることができる。
【００５１】
＜具体的な構成＞
　ここで図７を示す。同図は本実施形態の法律文書レビューシステムの機能的な各構成を
まとめて一のハードウェアとして実現した際の構成の一例を示す概略図である。各装置は
いずれも、それぞれ各種演算処理を実行するための「ＣＰＵ」０７０１と、「記憶装置（
記憶媒体）」０７０２と、「メインメモリ」０７０３と、「入力インターフェース」０７
０４、「出力インターフェース」０７０５、「ネットワークインターフェース」０７０６
と、を備え、入出力インターフェースを介して、例えば「タッチパネル」０７０７や「デ
ィスプレイ」０７０８などの外部周辺装置と情報の送受信を行う。また、ネットワークイ
ンターフェースを介して「外部サーバ」０７０９０１や「ユーザ端末」０７０９０２など
の外部装置と情報の送受信を行う。このネットワークインターフェースの具体的な態様は
有線、無線を問わず、また、通信方法も直接、間接を問わない。よって特定の外部装置な
いし同装置の利用者と紐づけられた第三者の管理するサーバとの間で情報の送受信を行う
いわゆるクラウドコンピューティングの形式を採用することも可能である。
【００５２】
記憶装置には以下で説明するような各種プログラムが格納されており、ＣＰＵはこれら各
種プログラムをメインメモリのワーク領域内に読み出して展開、実行する。なお、これら
の構成は、「システムバス」０７９９などのデータ通信経路によって相互に接続され、情
報の送受信や処理を行う（以上の構成の基本的な構成は、以下で説明する他の装置のいず
れについても同様である。
【００５３】
（判定ルール保持部の具体的な構成）
判定ルール保持部は、具体的にはコンピュータプログラムとコンピュータハードウェアに
より構成され、特にコンピュータの記憶領域に文字コンテンツ識別部にて識別された文字
コンテンツが当該法律文書データの利用者にとり有利な内容か否かをスコアを用いて判定
するためのルールを格納することにより構成されている。具体的には、ＣＰＵが記憶装置
から「判定ルール保持プログラム」０７５０をメインメモリに読み出して実行し、「判定
ルール」０７９８を所定のアドレスに格納する。判定ルールは、内部あるいは外部の端末
から書込まれあるいは作成され、変更される。
【００５４】
（データ受付部の具体的な構成）
コンピュータプログラムとコンピュータハードウェアにより構成され、ＣＰＵが記憶装置
から「データ受付プログラム」０７６０をメインメモリに読み出して実行し、ネットワー
クを介し電子化された法律文書である法律文書データの入力を受け付けてメインメモリの
所定のアドレスに格納する。
【００５５】
（文字コンテンツ識別部の具体的な構成）
コンピュータプログラムとコンピュータハードウェアにより構成され、ＣＰＵが記憶装置
から「文字コンテンツ識別プログラム」０７７０をメインメモリに読み出して実行し、デ
ータ受付プログラムの実行により受け付けた法律文書データに含まれる文字コンテンツを
所定単位ごとに識別し、メインメモリの所定のアドレスに格納する。
【００５６】
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（スコアリング処理部の具体的な構成）
コンピュータプログラムとコンピュータハードウェアにより構成され、ＣＰＵが記憶装置
から「スコアリング処理プログラム」０７８０をメインメモリに読み出して実行し、文字
コンテンツ識別プログラムの実行により識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて
保持する判定ルールを用いてスコアリングし、その結果をメインメモリの所定のアドレス
に格納する。
【００５７】
　なお、スコアリング処理部においては、特定の判定ルールにおいてスコアリング対象と
なるべき文字コンテンツである必須文字コンテンツが、法律文書データに含まれていない
と判断される場合、必須文字コンテンツが記載されていない旨の情報である注意喚起情報
をスコアリングの一態様として生成する注意喚起情報生成サブプログラムを実行可能にす
る構成も考えられる。当該構成をとる場合には、ＣＰＵが記憶装置から「スコアリング処
理プログラム」０７８０をメインメモリに読み出して実行し、文字コンテンツ識別プログ
ラムの実行により識別した文字コンテンツを判定ルール保持部にて保持する判定ルールを
用いてスコアリングするに際し、「注意喚起情報生成サブプログラム」をメインメモリに
読み出して実行し、必須文字コンテンツが含まれていないと判断される場合に必須文字コ
ンテンツが記載されていない旨の情報である注意喚起情報をスコアリングの一態様として
生成する処理を行い、他のスコアリング結果とともにメインメモリの所定のアドレスに格
納する。
 
【００５８】
（出力部の具体的な構成）
コンピュータプログラムとディスプレイをはじめとするコンピュータハードウェアにより
構成され、ＣＰＵが記憶装置から「出力プログラム」０７９０をメインメモリに読み出し
て実行し、スコアリング処理プログラムの実行により得られたスコアリング結果を出力す
る。なおここで、「ＵＩ出力サブプログラム」０７９０１０をメインメモリにともに読み
だして実行し、スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ、形状のうち少
なくとも一の要素を用いて前記識別された文字コンテンツと関連付けて表示出力する処理
を行う。
【００５９】
＜処理の流れ＞
図８は、本実施形態の法律文書レビューシステムにおける処理の流れの一例を示す図であ
る。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ０８０１では、電子
化された法律文書である法律文書データの入力を受け付ける処理を行う（データ受付ステ
ップ）。次にステップＳ０８０２では、データ受付ステップにて受け付けた法律文書デー
タに含まれる文字コンテンツを所定単位ごとに識別する処理を行う（文字コンテンツ識別
ステップ）。ステップＳ０８０３として、文字コンテンツ識別ステップにて識別した文字
コンテンツを判定ルール保持部にて保持する判定ルールを用いてスコアリングする処理を
行う（スコアリング処理ステップ）。その後ステップＳ０８０４では、スコアリング処理
ステップにより得られたスコアリング結果を出力する処理を行う（ステップステップ）。
なおここでＳ０８１４として、スコアリング結果が利用者にとり有利か否かを色、大きさ
、形状のうち少なくとも一の要素を用いて前記識別された文字コンテンツと関連付けて表
示出力する（ＵＩ出力サブステップ）。
【００６０】
＜効果＞
以上の構成を採用する法律文書レビューシステムを利用することにより、法律文書が自身
にとり有利か不利かを一覧視することができ、利用者に対して法律文書作成にかかるリス
クの大小及び規定ごとのリスクの内容を把握しやすくすることが可能になる。
【符号の説明】
【００６１】
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０２００・・・法律文書レビューシステム、０２０１・・・データ受付部、０２０２・・
・文字コンテンツ識別部、０２０３・・・判定ルール保持部、０２０４・・・スコアリン
グ処理部、０２０５…出力部、０２０６・・・ＵＩ出力手段

 

【図１】 【図２】



(16) JP 6561305 B2 2019.8.21
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